
 

  

お問合せ： 

平塚保健福祉事務所 

保健福祉課 佐藤 
TEL０４６３－３２－０１３０ 

FAX０４６３－３５－４０２５ 

★ＪＲ平塚駅西口より徒歩約 18分 

★ＪＲ平塚駅北口より神奈中バスにて約１０分 

・バスのりば７番｢伊勢原｣行で「追分」 

バス停下車、徒歩 1分 

・バスのりば８番「秦野」行で「追分」 

バス停下車すぐ 

★小田急線伊勢原駅南口より神奈中バスにて 

約 15分～25分(ルートや路線で違いあり) 

・「平塚駅北口」行きで「追分」 

バス停下車、徒歩 1分 

 

健康と環境のために、公共交通機関でお越しください 

障害のある方や高齢者等が、安心して自分ら

しく地域で暮らしていくための支援とは？ 

 

本人を深く知る関係の構築 

多様な手段によるわかりやすい伝え方 

生活への思いの引き出し方 

支える地域ネットワークづくり 

 

一つ一つのプロセスを丁寧に取り組み、ダウ

ン症当事者による成年後見制度の「本人申立

て」につなげた認定 NPO 法人よこはま成年後

見つばさのプロジェクトや高齢者の地域生活

を支えた事例から、本人の望む暮らしを実現

させるための支援の在り方を学びます。 

 
 

講師：根岸 満恵氏 
(認定 NPO 法人 よこはま成年後見つばさ理事 

 社会福祉士・精神保健福祉士) 

 

重度知的障がいのある息子(32歳)の母親。 

引継書「将来のためのあんしんノート」「真理さんプ

ロジェクト」主宰。 

障がいのある方々がその人らしく地域で暮らしてい

くために、成年後見制度(法人後見)を含む権利擁護の

仕組み作りが母親として専門職としてのテーマ。 

のつくり方

場所：平塚保健福祉事務所 

   ３階 大会議室 

対象：湘南東部・湘南西部保健福祉圏域

の福祉関係者及び関心のある方 

定員：50名（先着順） 

平成 30年度バリアフリーの街づくり圏域別普及・啓発事業 



 

 

 

 

〇講演の参考とさせていただくために、以下のアンケートにお答えください。 

 

回答者についてお聞かせください 

１． 回答者は、□行政 □社協 □障がい者相談支援 □障がい者施設 □高齢者施設 

     □包括支援センター □その他（        ）に勤務しています。 

２． 性別と年代は、□男 □女 （    歳代）です。 

成年後見制度についてお聞きします 

１．成年後見制度について、当てはまるものに☑をしてください。 

  □ 制度についてよく知らない  □ 制度の概要程度は理解している 

  □ 制度についてある程度理解している  □ 制度についてよく知っている 

２．成年後見制度について、知りたいことは何ですか。（複数回答可） 

  □ 基本的な制度の概要  □ 相談先 □ 手続きの仕方  □ 利用の時期  

  □ 費用  □ 後見人等を誰にするか □ どんなことをしてくれるか（後見人等

の仕事） □ 後見人が就くメリット・デメリット  □ その他（       ） 

成年後見制度の相談についてお聞きします 

１．相談について当てはまるものに☑をしてください。 

□ 受けたことがある  □ 受けたことがない  □ 制度利用が必要と思われる

方が身近にいる  □ 制度利用が必要と思われる方がいない 

２．利用者の成年後見制度等を検討する際に、相談する人・機関が身近にありますか。 

□ ある  □ ない （具体的な相談先：                  ） 

３．後見人等には誰がふさわしいと思いますか。（複数回答可） 

□ 親族     □ 弁護士    □ 司法書士   □ 社会福祉士 

□ NPO法人   □ その他（        ） 

４．後見人等に期待することは何ですか。（複数回答可） 

  □ 定期的な訪問  □ お金の管理  □ 福祉契約等  □ 相談できる  

□ その他（                              ） 

５. その他、今回の講演会で聞いてみたいこと、質問等ありましたら書いてください。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました 

申込書  FAX番号：０４６３－３５－４０２５ (送信票は不要です)  切り取らず送ってください 

保健福祉課 ： 佐藤宛                申し込み〆切：  10 月 11 日（木) 

所属名 
 

電話番号 
 

職・氏名 
 

 


